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お客様本位の業務運営方針について 

 

東京海上ミレア少額短期（以下、当社）は、「お客様からの信頼をあらゆる事業活動の原点

におき」、「お客様にご満足いただける商品・サービスの提供を通じ、『くらしの安心』をお届

けする」旨を経営理念に掲げています。 

 

また、お客様をはじめとした社会からの要請に応えることをコンプライアンスと捉え、コンプ

ライアンスの徹底は当社の経営理念の実践そのものであるとの認識のもと、事業活動のあ

らゆる局面において、その徹底を最優先とすることを宣言しています。 

 

そして、当社は、「お客様の声」を真摯に受け止め、最後まで責任を持ち、お客様にわかり

やすい商品を開発し、ビジネスプロセスを進化させるなど、お客様対応力を向上させるとと

もに、お客様の声に基づいた業務品質の向上に努めています。 

 

社会環境が大きく変化し、リスクも多様化する中で、保険事業の存在意義は、お客様のくら

しや事業の安心・安全・安定に貢献することであり、事故や災害といった非日常的な状況の

中でも、お客様に安心していただくための「寄り添う力の担い手」となることが、当社に求め

られている使命だと考えております。 

 

今般、お客様に寄り添い、多様化するニーズを鋭敏に捉えながら、「お客様本位」の保険事

業をより徹底していくために「お客様本位の業務運営方針」（以下、運営方針）を策定し、運

営方針に基づいた具体的な取組を強化していくことといたしました。 

 

当社は、代理店とともにお客様に「くらしの安心」をお届けすることにより、より多くのお客様

や地域社会からの信頼や支持が得られるように弛まぬ努力を重ねていくことで、真に必要

とされる良い会社“Good Company”を目指します。 
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【東京海上ミレア少額短期の経営理念】 
 

私たちは、お客様からの信頼をあらゆる事業活動の原点とします。 
 

・お客様にご満足いただける商品・サービスの提供を通じ、「くらしの安心」をお届けします。 

・公正・誠実に事業を運営し、地域・社会の発展に貢献します。 

・代理店と信頼し合えるパートナーシップを築き、相互の発展を目指します。 

・東京海上グループの一員として、健全性・収益性・成長性を備えた事業を永続的に展開します。 

・社員の多様性を互いに尊重し、一人ひとりの能力が最大限発揮できる企業風土を築きます。 

 

 

 

【コンプライアンス宣言】 
 

当社は、お客様からの信頼をあらゆる事業活動の原点として、ステークホルダーの皆様の期待に応えて

いくことで社会の発展に貢献することを経営理念としており、コンプライアンスの徹底は、当社の経営理

念の実践そのものです。 

当社では遵守すべき重要な事項を「コンプライアンス行動規範」としてまとめています。 

私たち全役職員はこの行動規範に則り、事業活動のあらゆる局面において、コンプライアンスの徹底を

最優先することをここに宣言いたします。 
 

東京海上ミレア少額短期保険株式会社  取締役社長 藤井 竜太 
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お客様本位の業務運営方針 

 
運営方針１：お客様の声を活かした業務運営 

 

 

 

 

 

【主な取組内容】 

以下の事項を実施することにより、企業活動にお客様の声を活かします。 

 

◆お客様の声を経営に活かす仕組み・態勢を構築します。 

当社や代理店でお受けした「お客様の声」は、「お客様の声起票ツール」に登録し、情報を一

元化しております。その後、「お客様の声」の原因分析を行い、改善策の検討・策定、並びに

実行することで、業務品質の向上に努めております。 

また、「お客様の声」対応検討委員会(*)では、「お客様の声」に基づく業務品質課題につい

て、その対応策の審議・検討を行い、その実現に向けた進捗管理を行っています。 

(*)取締役社長を委員長とし、常勤監査役および常勤取締役・部長で構成され、「お客様

の声」を業務品質向上に活かすために社内横断的に設けられた取締役会委員会。 

 

◆お客様の声に基づく改善事項について公表します。 

お客様の声に基づく改善事項として、商品やサービス等に関して「『お客様の声』から改善し

た事例」を、当社ホームページやディスクロージャー誌等で公表します。 

 

◆お客様アンケートを実施し、業務改善につなげます。 

定期的に「お客様アンケート」を実施し、お客様満足度を調査することで、業務品質の維持・

向上を図っています。 

 

 

  

「お客様からの信頼をあらゆる事業活動の原点におく」という経営理念に基づき、社員並

びに代理店が「お客様の声」を真摯に受けとめ、積極的に企業活動に活かしていくた

め、「お客様の声」対応方針を定め、お客様本位に業務運営するよう努めてまいります。 
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【「お客様の声」対応方針】 

「方針」 

私たちは、お客様のあらゆる声を積極的に受け止め、特に「ご不満・ご要望」に対しては、真摯

に受け止め、お客様サービスの向上・業務改善に活かします。 

 

「姿勢」 

a.「お客様の声」を、感謝の気持ちをもって積極的に受け止めます。 

時として厳しいご意見も含まれる「お客様の声」を、私たちは真剣に、そして感謝の気持ちをも

って、正面から真摯に受け止めます。 

b.「お客様の声」に最後まで組織一体となり責任をもって対応します。 

寄せられた「お客様の声」に対して、公平・公正で透明性の高い対応を心がけるとともに、最後

まで責任をもって、組織一体となった対応をします。 

c.「お客様の声」を業務品質の向上に活かし、「くらしの安心」をお届けします。 

「お客様の声」の中にある問題の本質を見極め、是正し、商品・サービスに反映させていくこと

により、お客様満足度を追求し、永続的にお客様から信頼される企業を目指します。 
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運営方針２：保険募集 

 

 

 
 
 

【主な取組内容】 

保険募集にあたっては、以下の事項を実施することにより、募集品質を確保します。 

 

◆ お客様から把握した意向や情報を正しく反映した内容でご契約します。 

お客様とのご相談を通じて、お客様の抱えるリスクやご意向などを把握し、適切なプランを

ご提案・ご説明します。お客様のご意向とは、「お客様が求める主な保障内容」、「保険期間・

保険料・保険金額に関する範囲の希望、優先する事項の有無等」となります。 

お申し込みいただくプランがお客様のご意向に沿った内容であることや、保険契約申込書に

表示・記載された内容に誤りがないことをお客様にご確認いただき、保険契約申込書に署名

または記名・捺印をいただきます。 

また、お客様がご高齢である場合や、障がい等をお持ちである場合には、ご意向の把握等に

関して、お客様の状況に配慮し、きめ細やかに対応するよう努めます。 

 

◆ ご契約にあたって必要な情報をお客様に提供します。 

ご契約にあたって、お客様に対して、契約の締結または加入の適否を判断するのに必要な情

報を提供します。 

必要な情報とは、「保険金の支払い条件や保険期間など、お客様が保険商品の内容を理解する

ために必要な事項」、「告知義務の内容や責任開始期など、お客様に対して注意喚起すべき事

項」、「現場急行サービス等の主な付帯サービスなど、その他お客様に参考となるべき事項」

となります。 

これらの情報をお伝えするための書類（重要事項説明書等）の作成にあたっては、必要な情

報をわかりやすく記載することや、特に重要な情報については強調して表示するなどの工夫

に努めています。 

また、複数の保険会社の保険商品を販売する代理店においては、取扱商品の中から、特定の

保険会社の商品を選別・推奨して販売する場合、お客様に対して、推奨した商品をどのよう

に選別したのか、その理由を説明します。 

 

◆ 契約が満期の際に、お客様に満期前に漏れなく案内し、お客様の意思に反して無保険にしま

せん。 

保険契約の満期日の管理は、お客様が行っていただくことになります。 

一方、お客様が保険契約の更新手続きを失念し無保険になってしまうトラブルの発生を未然に

防止するために、お客様ごとに満期日を管理・把握し、保険契約の満期日以前に時間的余裕を

もってお客様にご連絡を行い、確実に保険契約を更新していただくようにしています。 

その他、各種法令・規制に定められた要求基準を満たした募集活動を行います。 

お客様を取り巻くリスクや、お客様のご意向を把握した上で、ご契約を締結するに際して

必要な情報を提供しながら、ふさわしい商品・サービスをご提案するよう努めてまいりま

す。 



 - 6 -

運営方針３：保険金のお支払い（損害サービス） 

 

 

 

 

【主な取組内容】 

保険金のお支払いにあたっては、以下の事項を実施することにより、損害サービスの品質を確保

します。 

また、お客様がご高齢である場合や、障がい等をお持ちである場合には、ご意向の把握等に関し

て、お客様の状況に配慮し、きめ細やかに対応するよう努めます。 

 

◆ 正確に事故の内容を把握し、事故発生時の対応についてアドバイスを行います。 

事故の状況や損害（被害）を正確に確認し、お客様の不安な点に関してアドバイスを行いま

す。 

 

◆ お支払いが可能な保険金を漏れなくご案内します。 

事故のご連絡をいただいた後、ご契約の内容からお支払い対象となる保険金とご請求の手続

きについて、わかりやすくご説明します。 

 

◆ 適時・適切にご連絡し、必要な確認を行います。 

お客様のご不安を解消するため、お客様のご要望や、事故の状況、経緯などを踏まえ、対応

状況や今後の見込みについてご連絡します。 

 

◆ お支払いする保険金については、わかりやすくご説明します。 

ご契約の内容や事故に関する情報に基づいて、お支払いする保険金を適正に算出し、「保険金

支払案内」等によりご説明します。 

 

◆ 保険金がお支払いできない場合は、丁寧にご説明します。 

保険金がお支払いできない場合は、その理由について、担当者から口頭または書面でわかり

やすくご説明するよう努めてまいります。また、ご了承いただけない場合には「再審査請求

制度」をご利用いただけることをご説明します。 

 

 

 

 

 

  

お客様のいざというときにお役に立てるよう、お客様の状況や立場、思いに寄り添い、信

頼に応える損害サービスの品質を確保し、迅速かつ適切に保険金をお支払いするよう努

めてまいります。 
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運営方針４：運営方針の浸透に向けた取組み 

 

 

 

 

【主な取組内容】 

以下の事項を実施することにより、運営方針を浸透させ、お客様本位の業務運営が適切に行える

体制の構築、維持・改善を行います。 

 

◆ 代理店を支援し、適正な保険募集体制を整えます。 

保険の募集を行うにあたり、法令で定められた財務局への代理店登録、募集人届出が正しい

内容で手続きされ、代理店登録・募集人届出された者のみが保険募集を行うようにしていま

す。また、募集人が保険の募集を行うために必要な資格の取得状況や受講状況を管理してい

ます。 

代理店を支援し、これらが代理店で正しく行われるための態勢を整えます。 

 

◆ 複数の保険会社の保険商品を販売する代理店においては、代理店の独自業務である推奨販売

の義務に係る体制整備も求めます。 

複数の保険会社の保険商品を販売する代理店においては、取扱商品の中から、特定の保険会

社の商品を選別・推奨して販売する場合、お客様に対して、推奨した商品をどのように選別

したのか、その理由を説明する必要があります。 

代理店を適切にリードし、これらの対応が代理店で正しく行われるための態勢を整えます。 

 

◆ 社員に「経営理念」等の浸透を図ります。 

本運営方針の基礎となる「経営理念」を、パソコンを起動する際に全社員のデスクトップに

表示させることで、社員に「お客様本位の業務運営」の浸透を図ります。また、人事考課に

おいては、日々の行動において、少額短期保険事業に携わるものとしての使命感が感じられ

るかどうか、お客様志向かどうかといった視点を取り込んだ体系を用いています。 

 

 

 

  

代理店や社員が常にお客様本位の行動をしていくために、研修体系の整備や運営方針

の浸透に向けた取組みを推進してまいります。 
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運営方針５：利益相反等の管理 

 

 

 

 

 

【東京海上グループ 利益相反取引に等の管理に関する方針（概要）】 

 

東京海上グループは、「東京海上グループ 利益相反取引等の管理に関する方針」を定め、役職員がこ

れを遵守することによって、お客様の利益が不当に害されることのないように、利益相反取引等の管理

に努めています。 

 

1. 利益相反取引等 

｢利益相反取引等｣とは、東京海上グループが行う取引等のうち、以下のものをいいます。 

(1) お客様の利益と東京海上グループの利益とが相反するおそれのある取引 
(2) お客様の利益が東京海上グループの他のお客様の不利益となるおそれのある取引 
(3) 東京海上グループが保有するお客様に関する情報をお客様の同意を得ないで利用する取引（本邦における個人情

報保護法または東京海上グループ会社に適用されるその他の法令等の規定に基づく、あらかじめ特定された利用

目的に係る取引を除きます。） 

(4) 上記（1）から（3）までに掲げるもののほか、東京海上グループのお客様の保護および東京海上グループの信用維
持の観点から特に管理を必要とする取引その他の行為 

 

2. 利益相反取引等の管理の体制 

持株会社である東京海上ホールディングス株式会社（以下、東京海上HD といいます。）は、東京海上グループの利益相

反取引等の管理に関する事項を一元的に管理します。 

 

3. 利益相反取引等の管理の方法 

東京海上グループは、利益相反取引等の管理を、以下の方法により実施してまいります。東京海上グループ各社が利益

相反取引のおそれがある取引等を行おうとする場合には、事前に東京海上HDに報告することとします。東京海上HD で

は、報告された取引等について、お客様の利益を不当に害するまたは害する可能性があると判断した場合には、以下の

方法による措置を講じます。 

(1) 当該取引を行う部門と当該取引に係るお客様との他の取引を行う部門を分離する方法 
(2) 当該取引または当該取引に係るお客様との他の取引の条件または方法を変更する方法 
(3) 当該取引に伴い、当該取引に係るお客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該取引に係るお

客様に適切に開示する方法 

(4) 当該取引等に伴い、東京海上HDおよび東京海上グループ会社が保有するお客様に関する情報を利用することに
ついて、当該お客様の同意を得る方法 

(5) 当該取引等または当該取引に係るお客様との他の取引を中止する方法 
(6) その他、東京海上HDが必要かつ適切と認める方法 
 

4. 利益相反取引等の管理体制の検証 

東京海上HDは、東京海上グループの利益相反取引等の管理体制の適切性および有効性について定期的に検証してま

いります。 

以上 

 

「東京海上グループ 利益相反取引等の管理に関する方針」に則り、役職員一同がこれ

を遵守することによって、お客様の利益が不当に害されることのないように、利益相反等

の管理に努めてまいります。 


